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非 公 開 の 理 由

定 員 ５人
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特記事項

※傍聴人は、会議の傍聴席において、次の事項を守らなければならない。

①　会議における言論に対して、拍手その他の方法により公然と
  可否を表明しないこと。
②　私語、談笑等により会議の妨害になるような行為をしないこと。
③　飲食及び喫煙をしないこと。
④　みだりに席を離れないこと。
⑤　携帯電話等の電源は切ること。
⑥　その他係員の指示に従うこと。

公　　開

西脇市空家等対策協議会の開催に関する情報

      西脇市空家等対策協議会

開 催 日 時
　　令和３年12月１日（水曜日）

　　15時00分から17時00分まで　　　

問 合 せ 先
　西脇市建設水道部建築住宅課

　連絡先：　0795-22-3111（内線2122）

　　　市役所３階　大会議室

１　西脇市空家等の適正管理に関する条例について

２　特定空家等の状況について

３　今後の措置について

傍 聴 に つ い て

基本は先着順。受付開始時に定員を超え
る場合は、抽選。

14時30分から14時50分まで


